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 令和７年度庁議報告事項 

 第１１回庁議（２０２５年９月２２日）         教育委員会事務局学務課 

                              

【件名】 

令和８年度指定校変更の承認に関する基準の変更について 

 

【要旨】(目的・内容・対象・時期・今後の方向等） 

 令和８年度指定校変更の承認に関する基準（以下、「基準」という。）について、以下の

とおり「小中連携」による事由を追加する。 

 

１ 変更内容について 

小中連携教育への配慮から必要な場合として事由に承認基準８を追加する。 

小学校時に指定校変更した場合については、指定校変更した小学校の学区域による中学校

への入学を希望し、かつ教育委員会が認めた場合、中学校での指定校変更を認める。 

※事例 

武蔵台小学校の学区域に在住する児童が、入学時等に鷺の杜小学校に指定校変更して

いる場合、在住地としては北中野中学校が指定校になるが、鷺の杜小学校区の指定校であ

る明和中学校への指定校変更を認める。 

 

なお、指定校変更して通学している小学校の学区域に複数の中学校がある以下の小学校に

ついては、住所地により教育委員会が指定校変更できる中学校を指定することとする。 

①対象校 

  桃園第二小学校、白桜小学校、平和の森小学校 

②指定する変更先の中学校（隣接学区の場合） 

指定校変更先の 

小学校（卒業校） 

住所地の 

指定小学校 

指定校変更可能な 

中学校 

条件 

平和の森 啓明 緑野 野方２、大和町 1‐8～23・37～

55、大和町２ 

中野 野方１、大和町１‐1～7・24～36・

56～68 

令和 緑野 新井 1‐36～43、新井 1 以外のそ

の他全域 

中野 新井 1‐2・4～35 

北原、緑野、

桃花 

指変不可 住所地の指定校へ 

桃園第二 中野 全域 

江古田 緑野 全域 
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白桜 塔山、谷戸、 

令和 

指変不可 住所地の指定校へ 

桃園第二 第五中 全域 

桃園第二小 桃花、塔山、

谷戸 

指変不可 住所地の指定校へ 

平 和 の 森 、

令和 

中野 全域 

白桜 中野東 全域 

 

２ 令和８年度中野区における指定校変更の承認に関する基準（案）について 

 別添のとおり 

 

３ 今後のスケジュール（案）について 

令和７年１０月 令和８年度指定校変更の承認に関する基準の決定 

１２月 小学校就学通知の発送及び指定校変更の受付 

令和８年 １月 中学校就学通知の発送及び指定校変更の受付 

 

 



◇新1年生・転入時・転居時における指定校変更（中野区内での学校の変更を希望する場合） （令和8年度児童・生徒用）

小学校 中学校

健康への配慮から
必要な場合

1 ○ ○

2※ ○ ×

3※ ○ ×

4※ ○ ×

5※ ○ ○

6 ○ ○

7 ○ ○

8 × 〇

9 ○ ○

教育面で特に
必要な場合

10 ○ ○

　　　　　　　【備考】 １．認可期間は、必要とする事由等に応じて、個別に決定します。

２．上記以外にも、状況を確認できる書類が必要になる場合があります。

３．自転車を通学の交通手段として利用することはできません。

転居予定又は一時的な転居の場合

児童・生徒の性格や交友関係を考慮して必要と認められる場合

※お子さんの性格や具体的な交友関係を確認し、いじめ等の理由で深刻な悩みを持ってい
る場合など、学校生活を送るうえで特段に配慮すべき事情があると認められる場合にのみ
指定校変更を承認しています。単に「仲の良い友人が行くから」「相性の良くない子と違う学
校に行きたいから」という理由では変更を認めません。

その他特別な事情から、教育委員会が必要と認める場合

中　野　区　に　お　け　る　指　定　校　変　更　の　承　認　に　関　す　る　基　準

申　請　の　理　由
申請できる範囲

身体に障害のある方や病弱等健康上の理由から、通学に配慮が必要と認められる場合

通学への配慮から
必要な場合

幹線道路・踏切りを回避するなど、通学の安全確保を配慮する必要がある場合

通学距離が指定校より近い場合

□診断書(写）

備考申請に必要なもの

特別支援学級は除きます。

兄姉の在籍を確認します。

小学校学区域内に中学校が複数ある場合は、いずれの中学
校とするかは住所地により教育委員会が指定します。

学校生活への配慮
から必要な場合

小学校で指定校変更している児童が、指定校変更した小学校の学区域の中学校への入学を
希望し、かつ教育委員会が認めた場合（新1年生のみ該当）

家庭の事情への
配慮から必要な場

合

保護者の勤務先が近くにある、又は通学途中にある場合

家庭の事情から、第三者の協力を必要とする場合

地図及び状況を確認します。
幹線道路は、環七通り・山手通り・青梅街道に限ります。

在学中の兄姉に指定校変更を認めており、保護者及び当該児童・生徒の負担等を考慮して必
要と認められる場合（新１年生のみ該当）

□賃貸借契約書 (写）
□建築請負契約書(写)
(住所・入居予定日が確認できるもの)

□預かり証明書
□保護者の就労証明等
□第三者の住所が確認できるもの

距離が明確に違うか、地図及び状況を確認します。

勤務先が希望校の学区内にあることが必要となります。

第三者の居住地が希望校の学区内にあることが必要となり
ます。

□勤務証明書(写)
□営業許可証(写)

個々の状況確認を行い対応します。

★白桜小学校への変更者
住所地が桃園第二小学区
は第五中。令和小・谷戸小・
塔山小学区は指定校変更
対象外

相談内容により、小学校等に状況を確認します。

【桃花小学校に制限をかける理由】
（1） 児童数が増加傾向にあるため。
（2） 普通教室に転用できる空き教室数が少ないため。
（3） 改築の予定がなく、増築するスペースが充分にないため。
（4） 近年の指定校変更による転入者数が多いため。

上記理由の２，３，４，５については
桃花小学校への指定校変更の承認
を制限します。

※桃花小学校への承認制限

★桃園第二小学校への変更者
住所地が平和の森小・令和小学区は中野
中。白桜小学区は中野東中。桃花小・谷戸
小・塔山小学区は指定校変更対象外

★平和の森小学校への変更者
住所地が啓明小学区で野方1、大和町1‐1～7･24～36･
56～68は中野中、それ以外は緑野中。令和小学区で新井1
‐2・4～35は中野中、それ以外は緑野中。桃園第二小学区は
中野中。江古田小学区は緑野中。北原小・緑野小・桃花小学
区は指定校変更対象外

【小学校学区域内に中学校が複数ある場合に指定する変更先中学校】

別添



◇新1年生における区域外就学（区外から中野区立小・中学校の就学を希望する場合） （令和8年度児童・生徒用）

小学校 中学校

家庭の事情への
配慮から必要な場

合
1 ○ ○

教育面で特に
必要な場合

2 ○ ○

　　　　　　　【備考】 １．認可期間は、必要とする事由等に応じて、個別に決定します。

２．上記以外にも、状況を確認できる書類が必要になる場合があります。

３．自転車を通学の交通手段として利用することはできません。

４．通学への配慮(距離・安全）のみの理由による申請は承認基準に該当しません。

備考

兄姉の在籍を確認します。

個々の状況確認を行い対応します。

中　野　区　に　お　け　る　区　域　外　就　学　の　承　認　に　関　す　る　基　準

申　請　の　理　由
申請できる範囲

在学中の兄姉に指定校変更を認めており、保護者及び当該児童・生徒の負担等を考慮して必
要と認められる場合（※新１年生のみ該当）

その他特別な事情から、教育委員会が必要と認める場合

申請に必要なもの

□住所地の就学通知書
□住民票 (世帯全員・続柄入り)

□住所地の就学通知書
□住民票 (世帯全員・続柄入り)


